
2, 請求権関係 
1) 文書番号 360,p13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 文書番号 391,p358 「次頁以下 23頁不開示」が開示 
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3) 文書番号 484,p63 
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4) 文書番号 506, P197 「次頁以下 3頁不開示」のうち 2頁開示 
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5) 文書番号 517,p32                            
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P33  
         
   
 
 
 
 
 
  6) 文書番号 539,p11の墨塗りと 
「次頁以下 4頁不開示」が開示 
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       P15,墨塗りと「次頁以下 3頁不開示」が開示 
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    P34                          P32                                P16 
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7) 文書番号 542,p9 ,墨塗りと「次頁以下 2頁不開示」が開示 
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    P10 
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8) 文書番号 638,p1「次頁以下 6頁不開示」が開示 
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9) 文書番号 639,p5「次頁以下 7頁不開示」が開示 
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10) 文書番号 660,p1     
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      p2～3 
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p5, 特定のものについては支払う用意ある旨 
  支払う用意ありとして 

     他の墨塗りと「次頁以下 2頁不開示」が開示 
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P6, 特定のものについては支払う用意ある旨提案し 
      支払う用意ありとして 

 
 
       P6～7 
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   P16, このため必要と認められる場合に、まずわが方より若干の具体的項目につ
き支払を行うべきことを提案することは差支えないが、 

      
「次頁以下 3頁不開示」が 1頁のみ開示 
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11) 文書番号 687, 
p6 被徴用韓人に対する未払給与等の支払については考慮の余地がある旨述べた。 

       次の三項目にわたる外務省案を作成し、大蔵省に計ったところ、これに対し大
蔵省は支払可能の項目として(二)のうち 1、2、5および帰国韓国人一般労務者に
対する未払賃金計四億円を挙げてきた。 

   P7 墨塗りと「次頁不開示」が開示 
支払う用意ありとして 
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1 日銀行員の名前? 山本弘? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) 文書番号 693, p26 墨塗りのままだが
       P52～53 
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718, p15 「次頁以下 10頁不開示」が開示 

 

13) 文書番号
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14) 文書番号 824, p2                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P4  
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15)

 

 文書番号 833, p4             

 

               
  
P5  墨塗りと「次頁不開示」が開示 
                                     
       
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



    P22   
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16) 1043, ,p1の墨塗りと「次頁不開示」が開示 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文書番号
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    P10 
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      P12                                              P16    
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17) 文書番号 1044,p1 「次頁不開示」が開示 
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18) 文書番号 1046,p6 
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19) 文書番号 1047 
              p11～12               

 
 

       p1～2     
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20) 文書番号 1048 
                                   1049,p8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     p4          
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      開示」が開示 

 

 P11墨塗りと「次頁不
       

 



 
 
     P12 
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21) 文書番号 1053,p7   
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22) 文書番号 1056,p7～8 
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3) 文書番号 1060,p8 

      

2

 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 
 

 

22) 文書番号 1128, P175～176 
  
 
   

   
 
 
 
 
  P184 「次頁以下 2頁不開示」が開示 
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    P185 
      

      

   
 

   P221  私ども大蔵省としては『具体的に韓国側要求の請求権を消すことにしないと
具合が悪い』と主張しなければならなかった。 

     

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P220  この表現に対して大蔵省側ではきわめて不安に思っていた。  
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P222～223 大 

     

     
  P224        
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23, p5～6 

 

23) 文書番号 12

 

 

                       
 

 
10の墨塗りと「次頁不開示」が開示 

      
 

 
 
 
 

P
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P11 他の墨塗りと「次頁以下 3頁不開示」は不開示のまま 
    

 
 
 
 
 
         

P23～24 
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P25   

 

 

 

 

 

 

    

P42  
    P43  墨

        
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

郵便貯金の 110万口数は 
塗りと「次頁不開示」が開示 
郵便貯金 93,717万円 



 

24) 

    

文書番号 1224,p6  

 

P29  38 

      
    述べた。 
 P54   

 

 

5) 文書番号 1234,p42 
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   P54                                           p56 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25) 文書番号 1257,p5   
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P 開示 6 墨塗りと「次頁不開示」が
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 P7    
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6) 文書番号 1360,p2 「次頁不開示」が開示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 



 文書番号 1360, P3 「次頁不開示」が開示 

103 
 
 

 

     

27) 文書番号 1363,p4  対韓請求額 700億円   

     28) 文書番号 1367 p1 「次頁不開示」が開示 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
    

P2  の保証があれば支払い得る 
  P3  現物の提示があれば支払う。 
       従って個人請求を基礎とする支払いは行わざるを得ない。 
   P4～5 支払うのが本当だと思うし、支払えば要綱 3のわが方の立場をきょう

かすることともなろう。 
                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



支払う。それ以前 
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      「事実上支払うべきものは皆無に近い」というのも凄い表現!!! 

  P6   
     

 
いのではないか。 

P10
 
 
          

  P10～11 

 

 

     

支払うべきであろう。 
韓国人の分について支払う。 
韓国人の分を支払う。 

P11～12 供託済みの分は支払う。 
 

 

 

 

 

 

  

   

      

うべきであろう。 
     

 

 

 
   処遇を与える。 
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29) 文
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書番号 1368,p9  
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0 「次頁不開示」が開示 
      

30) 文書番号 1373,  P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 
 

 

が開示   

  

31) 文書番号 1397,p79  「次頁以下 75頁不開示」
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32)文書番号 1408,p5  
 

 

       

があるが、 
  P6  わが方は前述の恩給等の支払いは行うということで解決するほかはあるまい。 
  P22  パーソナルなもの(恩給、貯金等)以外は先方の出方次第で経済協力にすりかえ

得る余地がある。 
   P33 未払給与などは支払ってもいいように思うが、 

  
33) 文書番号 1410,p15   日本政府      

 

 

 

 

 

 

 
      認め、 
   P15の墨塗りと「次頁不開示」が開示 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) 文書番号 1411,p3 支払できるもの 

 

 

 



180 
 
 

 

わからず、 
  p3～4 未払賃金だけなら話合いをはじめてもいいのだが、それでは逆効果とな

るべく、さり 

 

 

、被徴用韓人に対する未払給与等の支払については考慮の余地がある 
  て(二)のうち 1、2、5 および帰国韓国

人一般労務者に対する未払い賃金合計■■■■を挙げてきた。 
 P8 デクリーの効力を承認する。 
   支払う用意あり         p8の墨塗りと「次頁不開示」が開示 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南鮮にいるのかも
、、、、、、

 

 

   p44  徴用韓国人の未払給与ぐらいのもので、    
 

35) 文書番号 1518, 
p7

  これに対し大蔵省は支払可能の項目とし

 

 

 

 

儀
で
供
託 

 

 



181 
 
 

 

3 対象とならない恩給のようなものは払う 
のようなものは相殺の対象としては適当ではないので 
題に残すと 
           p61  

      

 

 
 

 

37) 文書番号 1538 ,p3 わが方の容認し得るものは韓国人に対する日本政府 
の債務等(国債、被徴用者に対する未支払等)ごく限られたるものとなる。 

 

6) 文書番号 1519, p27 比較の
 P28  更に恩給

これを問

P35～36   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38) 文書番号 1557 , p13 墨塗りと「次頁不開示」が開示(6ヶ所の墨塗り含む) 
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P14  
     
 

 
 
 
 
 

       
39) 文書番号 1560,p3 
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     4         P5               p6 
                  

 
 
 
 
 
 
 

         P
         

し
か
し
日
本
の
場
合
参
考
に
な
る
の
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
中
の
ア
ル
ザ
ス
、
ロ
レ
ー
ヌ
に
関
す

る
規
定
及
び
旧
ド
イ
ツ
植
民
地
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。 

日
本
の
場
合
も

い
て
は
こ
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
準
用
さ
れ
る
可
能
性

も
あ
り
得
よ
う
。 日
本
領
土
内
以
外
の
海
底
電
線
に
つ



      P7 
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) 文書番号 1572, ,p17 「次頁不開示」が開示 40
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P
     

20 「次頁以下 23頁不開示」が開示 
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42) 文書番号 1588, P28  日銀券在外推定高調べ  
朝鮮 1,496,626千円    計  2,578,815千円 

       P29  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43) 文書番号 1594,p5   

233 
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 p24    
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号 1597, P4  約 170億円(4700万ドル)  
       P5 

44) 文書番
 



 P6, 名がそのまま露出!! 7あちこちで隠しまくっている 1953年 5月の備忘録会社
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45) 文書番号 1598 ,P5         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46) 文書番号 1600,  
P76右側、複写の内容 

      P81 請求額 338億円       
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全朝鮮及び全朝鮮政 
      
 

 

 

 

 

 

4
8) 文書番号 1605, P39 最後の
と「次頁以下 9頁不開示」が開
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47) 文書番号 1602, P5     この場合

1行
示 
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49) 文書番号 1624,p1 「前 2頁不開示」が開示 
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   1624, P1 ～4      
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               p7 「次頁以下 3頁不開示」が開示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50) 文書番号 1626, p6  
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    5 1631,p3 (ハ)・・・韓国人名義の郵貯などは、本来請求の根拠があ
るものと考えられる。 
個人請求の基礎(通帳提示によるのが原則であるとしても実際には原簿残高
によらざるをえないと思われる)によって、総督府逓信局当時の残高を韓国側
に支払うべきかと考える。 

  (ハ)の場合に 

  P4  したがって(ハ)の方法によって支払いを行うことは、実際上の混乱をひきおこすこ
とも考えられる。 

  P6 国債、貯蓄債権等 現物の提示があれば原則として買戻しを行なう。 
   P7 したがって原則的には個人請求を基礎とする支払いは行わざるをえないかと

考えられる。 
  P10  

 
 

 
P14  現物の提示があれば支払うことに問題はないと考える。 
P15   現物の提示があれば支払う。 
P16  被徴用韓人未収金  

支払う。ただし民団等に立替支払ったものは二重払いしない。 
   戦争による被徴用被害に対する補償 
    
 
 
 
 
P17  日本政府恩給関係 
   
 
 
 
 
 
P23  (a)～(e)条項につき個人請求により支払う   
P27           (要綱 3におけるわが方の立 
    

1) 文書番号

     

 

 

 

 

 



P31 日本政府恩給 
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 べきもの)      
        base upは日本人と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

P32          本人死亡により請求権が消滅するま 
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5 25         p26 の墨塗りと「次頁以下 2頁不開示」が開示 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 文書番号 1633,p
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        「朝鮮の在日財産及び対日請求権に比して、わが方の在鮮財産及び対

鮮請求権ははるかに大である」というのは驚嘆すべき表現!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53) 文書番号 1634, P30墨塗りと「次頁以下 4頁不開示」が開示  
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       54) 文書番号 1634,P52～53墨塗りと「次頁不開示」が開示 
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55) 文書番号 1635,p24墨塗りと「次頁以下 11頁不開示」が開示 
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    56) 文書番号 1640,p2 
          
 

 

 

    

 

 

      57) 文書番号 1671,p18 
           請求権の相互拠棄について 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58) 文書番号 1696,p22 斜線で消した上を墨塗り  
基本的内容ついては今後討議に応ずべきも 

   欄外に手書きで  この箇所は具合が悪いという条約局長の意見で削除、(条条) 
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 墨塗りと「次頁(たった 2行)不開示」が開示 

    60 17 百万円    
    

 

59) 文書番号 1701,p15
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 文書番号 35, p7 日本系通貨 日本側見積額 1,522
私営保険会社の韓国人契約者準備金 
 日本側調査では日本人契約分も含めて 108百万円 
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   61)

 
 
    62) 文書番号 1740, p6 在鮮日本財産総額 
  

   

P7 欄外に手書きで ０になるのを「少しはある」とした趣旨 
   P16欄外に手書きで 総理: 相殺論を使うと国内補償問題が起る。 

しかし他方「考慮しない」というのも苦しい  

63) 文書番号 1743, p3 欄外に手書きで 
    国会 : 法律不可能な政府の約束した 
    韓国 : J政府が「政策の表明」だけでなく、義務として約束せよ。 

     協定文上 日・タイ原文(?)に似る? 
     協定迄の step-gyo ？   2億で話つけ 0.5調印前緊急援助を 

ドル、640万ドル、2,040万ドル 
 

   
 

 文書番号 1701, P31   

 

 
 
    
 

 

           

 

    
  

   

   

                次の行はほぼ消えていて不明 
   P13 電話の増設  700万ドル、700万
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   P3  国際先例をも勘案し、韓国人に対しても日本人並みの恩給支払いを行うとい

う考え方にも根拠があると思われる。 
   P9～10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

64) 文書番号 1746,p1  10百万ドル
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   ら墨塗りなし) 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

     P11   金額が開示(項目等は当初か
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計画)右計画内容の内容には、
疑義が多く、 

    
66) 文書番号 1749,P1  約 1,000万ドル  約 1億ドル   

      p4   

         P5

 

 

             P6    
 

 

 

 

 

   

 

  65) 文書番号 1748,p6  (韓国の経済開発 5 ヵ年
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P7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
P9   

               鮮銀券の額 48百万円、朝連寄託金差押金   
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         韓国側の提示した寄託金 11百万円、未決済鮮銀券 49百万円 
  地金銀(金 249トン、銀 67トン、時価約 280百万ドル) 

      民間生保の支払準備金中韓国人分 

11  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67) 文書番号 1752, P3  資産 11.6億  負債 179万 
     額 8.4億 現物 3.2億 登録 81億 国債の金額は墨塗りのまま 
    P7  未収金 2億 3,700万円  重複 6千万円  労働省 1億円 
     P8 労働省関係の未収金 1.1億円  未払金 96.7百万円 

      P9 徴用 総数 667.684名 自由募集 約 15万 官あつせん 約 32万 

 22万  

 
     

   

    P10～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6  総
 

 

 
          国民徴用 約 20万 終戦時 322.890名 66.7万から離脱者
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朝鮮人傷病者数は

墨塗りのまま 
   P15 文官 7,860名 4億円 軍人 176名 152千円 計 8036名分 

     406,571千円  支払った分 294万円  
    P17  日銀券 10,048千円 

68) 文書番号 1770, p2  
     
 
 
 
 
 
 

     P12  
陸軍の動員数 700万 
傷痍軍人 16万 

    P13  海軍の
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770,P3の不開示部分    

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1770,P4 墨塗りのま

部分が開示 
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ま、「次頁不開示」
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69) 文書番号 1773, p1の墨塗りと「次頁不開示」が開示された部分  
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「次頁以下 2頁不開示」が開示された部分 
        

 

1773, P2の墨塗りと
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    70) 文書番号 1787, P10 (終戦時の価格で 20億ドルをこえると評価されている) 
     P11     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71) 文書番号 1824,p4 欄外の手書き 
日本の△国内世論をも考慮し、長期低利の借款は※ 

   P14 「次頁不開示」が開示された部分、P30も完全に同一な内容  
 
 
 
 
 
 
 
 

P87  (無償供与) 
P97～98 わが方としては、請求権と関係があるが如くないが如き約束(できれば

口頭の約束)をする方法を考えてはどうか。 
P98～99  換言すれば請求権の方式に 

 
 
 
 
    
    方法を考えたと同じやり方である。 

 
 

 



72) 文書番号 1841 , p15 と「次頁不開示」だった部分 
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 わが方の容認し得るもの( (1)引揚朝鮮 
      

 

 
 
 
        認め、 
 
73) 文書番号 1861, p6～7  朝鮮 20 パーセント 

    台湾  10 パーセント 
         満州 37 パーセント 

    
     そ  パーセント 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 
      北支   9 パーセント 

の他(樺太、南洋群島、南方地域、欧州、米大陸等) 8
        P8  下記の項目の下の票にある全ての金額、数字 



1861, P9  民有企業所有のうち 
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   調査 単位      不動産  動産   その他    合計 
  会社数 
鮮  432   ¥1,000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   地域 非

       

            朝
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 74) 文書番号 1863,p26 「以下 7頁不開示」が開示 
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1863, p42, 「次頁以下 2頁不開示」が開示                  

 



1863, p50, 「次頁以下 3頁不開示」が開示 
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75) 文書番号 1881, 
p33 軍令に関係なく本来韓国人の所有するものについては支払う用意がある。 

    日本銀行券および日本政府紙幣の現物の提示があればこれを支払う用意がある。 
   P34 約 52億円 5千万ドル、内、南鮮分 23億ドル弱(いずれも当時の為替実勢によ

る 15円=1ドルのレートで換算) 
   P35 約 52億円 5千万ドル、内南鮮分 23億ドル弱(内国有財産 45千万ドル、法人・

個人財産約 18億ドル余) 
   P39 (日本側立場)個人請求を基礎とする建前で支払う。、個人が本来所有していた

分については支払いに応ずる。、 
   P40 日銀吏員立会いの焼却分及び現物が残存するものについては請求に応ずる。、 
    (日本側立場)確認しうるものについては原則として支払う。 
     P54  
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1881, p54の「次頁不開示」が開示 
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76
P18  韓国側請求の趣旨は一応理解できるので、好意的に考慮する用意はある。 
P44  (朝鮮人の供託金)15社計 234,461円 
  P60  日本側としては日銀職員立会いの焼却分及び現物が残存するものにつ

い ては韓国側請求に応ずることを考慮している。ただし、 
P61  日本政府紙幣  4,000,000円 
   日本軍票     192,958〃36 
      中央儲備銀行券 1,374,550〃11  
P62  が、双方の納得する金額を基礎として、検討を重ねたい。 
P68  (陸軍) 約 14万、約 11万、14万、11万、約 25万、143,373人、11万、

14万、143,373名、11万と 14万、(海軍)98,968人 
P70  (特別志願兵)400人、600人、3,000人、 3,000人、4,400人、4,400人、5

万人、約 12万人 
P72  徴用労務者 137,406名 
P77  渡航者数 724,787、635,771、322,890人、667,684人、667,684、322,890、

52,108、15,801、4,121、225,458－α、46,306＋α、209,750、46,306 
    P98  日銀券 324,999,820円 A、276,285,130円 B、48,714,690〃、支払を考慮す

る。、146百万円(81千人)、150百万円(84千人)、141百万円(73千人)、148
百万円(64千人)、146百万円(81千人) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 文書番号 1914,  



293 
 
 

 

113  鮮銀東京支店の財産 (70億) 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

P130  
    
 
 
 
 
 
 
 

77) 文書番号 1915, p
      p123～124 
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のあるようなもの例え

給与のようなものなら支払う」、 
さうなつても、未払給与のようなものは払う』と肯定した。、 
日本で法律的に支払わねばならないものがある。 

 
 

     P173  相殺するとしても日本側が法律的に支払義務
ば未払

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


